高知港係留施設等の指定管理者募集に係る質問について【１】
○説明会（平成25年8月29日）
	【 質 問 】
	【 回 答 】

	１）施設賠償責任保険の対象、内容、実績額
	対象　敷地面積294,076.9㎡
内容　対人賠償
・1名につき50,000千円以上
　　　・1事故につき100,000千円以上
　　　対物補償
・1事故につき10,000千円以上
　免責金額なし
実績額　なし（県での加入実績はありません。）

	２）電気、水道の名義
	指定管理者が契約者（名義）となります。

	３）業務仕様書9頁の（10）イで修繕費は7,621千円を見込まれているが、募集要項39頁の実績を見るとH24で10,455千円となっている。
H24同様の修繕が発生した場合、2,834千円を他経費に余裕がある場合は、指定管理者の負担となるため、利益が少なくなる。
管理代行料全体ではなく修繕費のみで負担協議できないか。
業務仕様書6頁のウの光熱水費においても上記同様の取り扱いとして欲しい。
●業務仕様書9頁（参考抜粋）
イ　指定管理施設の修繕を適切に行う。
・指定管理者が行う修繕は、１件が10
0万円未満のものとし、100万円以上の
大規模な修繕等は県が行うものとす
る。
・修繕に伴う消耗品の交換等は指定管
理者の負担で行うこと。
・県では、指定管理施設の年間修繕費を7,621千円（税込み）と見込んでいるが、この金額を超え管理代行料全体としても不足※を確認した場合は、別途費用の取り扱いを県と指定管理者が協議するものとする。
※当該年度において、修繕費は不足する見込みであるが光熱水費など他の支出予定費に余裕がある場合は、管理代行料全体として不足がないものと判断し、指定管理者が管理代行料により負担するものとする。
	このことは管理代行料の剰余金の取り扱いに係るものですが、例えば港湾施設の使用量（料）が少ない場合、当然、光熱水費など支出経費も少なくなるものと考えられます。
この差額（支出残金）は、指定管理者のコスト削減等（企業努力）によるものではないため、過大と判断し差額分は県に戻入してもらうことになります。
一方、突発的な故障等が多発し、修繕費が計画を超える事態となれば、上記例のような県に戻入する他経費（剰余金）を管理代行料全体として弾力的に活用できることを説明したものです。
修繕費におきましても、単に故障等が少なく支出が少なければ、この差額（支出残金）は過大と判断され県に戻入してもらうことになりますが、適正な管理運営を行う上で必要な他経費に充てることができるものとしています。
次に、港湾施設の使用量（料）が大幅に増加し、光熱水費が増えるとともに部品交換等の修繕費が多く重なるなど、単年度の管理代行料が不足する場合は、3年間の管理代行料全体で対応（年度協定の変更）します。




